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名塩ニュータウン地区地区計画 

   平成２年１２月２０日決定 

        平成２１年１２月２５日変更 

名     称 名塩ニュータウン地区地区計画 

位     置 

西宮市名塩新町、東山台１丁目、東山台２丁目、東山台３丁目、東山台４丁目、東

山台５丁目、国見台１丁目、国見台２丁目、国見台３丁目、国見台４丁目、国見台

５丁目及び国見台６丁目 

区     域 計画図表示のとおり 

面     積 約２４０．６ヘクタール 

地区計画の目標 

 

 

 

 

 

本地区は、西宮市の北部地域に位置し、宅地と公共施設を一体的に整備するとと

もに居住環境と調和する業務施設、利便施設等の導入を行い、「住む」「学ぶ」「働

く」「憩う」機能を有する良好な市街地の形成を目指す地区である。 

本地区計画は、こうした新住宅市街地開発事業を適正に誘導するとともに、事業

効果の維持増進を図り、良好な居住環境と多様な都市機能の調和する、ゆとりと活

気のある市街地の形成を目標とする。 

土地利用の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本地区は、住宅地区、センター地区、公益的施設地区からなる住区と、住区外に

配置されるその他公益的施設地区、特定業務施設地区とで構成される。 

住宅地区は、住宅需要の多様化に対応して、規模、形式等多様な住宅を適正に配

置するとともに、丘陵地としての地域特性を活かし、すぐれたまちなみの形成を図

る。 

センター地区は、行政・商業・業務等の機能を有する地区をＪＲ西宮名塩駅周辺に

配し、西宮市北部地域の中心核にふさわしい地区形成を図る。さらに、近隣住民の

利便性を高めるため、購買施設を中心とした地区を適正に配置する。 

公益的施設地区は、地区住民の利便・福祉に供するように適正に配置する。 

また、教育施設として、小学校１校、幼稚園を適正に配置する。 

その他公益的施設地区及び特定業務施設地区は、「住む」機能に加えて「働く」

「学ぶ」などの機能を備えた地区の形成を図るため、居住環境と調和する教育施設、

医療施設、官公庁施設、購買施設、研究施設、研修厚生施設、工場等を地区外周部

に適正に配置する。 

地区施設の整備方針 良好な地区環境を形成するために、道路、公園、緑地等を適正に配置する。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住宅地区」 

ゆとりとうるおいのある居住環境を形成し、周辺地区と調和するよう建築物等

の規制、誘導を図る。 

「センター地区」 

センター地区として魅力ある空間形成を図るとともに、周辺地区と調和した良

好な環境・景観を形成するため、建築物等の規制、誘導を図る。 

「公益的施設地区」 

地区住民の利便性を考慮し健全な公益的施設を設置するとともに、周辺地区と

調和した良好な環境・景観を形成するため、建築物等の規制、誘導を図る。 

「その他公益的施設地区」 

住宅地区と調和した地区を形成するとともに、教育施設、医療施設、官公庁

施設、購買施設等の地区としてうるおいのある地区環境を形成するよう、建築物

等の規制、誘導を図る。 

「特定業務施設地区」 

住宅地区と調和した地区を形成するとともに、研究施設、研修厚生施設、工

場等の地区としてうるおいのある地区環境を形成するよう、建築物等の規制、誘

導を図る。 
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地区整備計画を定める区域 計画図表示のとおり 

地区整備計画の区域面積 約１１２．７ヘクタール 

道 路 

 

 

 

計画図に示す道路(1)（幅員 約１２メートル、延長 約６８０メートル） 

計画図に示す道路(2)（幅員 約９．５メートル、延長 約１１６０メートル） 

計画図に示す道路(3)（幅員 約９．５メートル、延長 約５２０メートル） 

計画図に示す道路(4)（幅員 約６メートル、延長 約２７０メートル） 

公 園 計画図に示す街区公園（面積 約０．２７ヘクタール） 

地区施設の

配置及び規

模 

 

 

 

 

 

 

その他の公

共空地 

計画図に示すＪＲ西宮名塩駅と名塩団地歩行者専用道路を連絡する歩行者専用路。（幅

員 約４メートル） 

住宅地区 名称 

 戸建住宅地区Ａ 戸建住宅地区Ｂ 戸建住宅地区Ｃ 

地区の細区分（細

区分の区域は計

画図表示のとお

り） 面積 約３１．１ヘクタール 約０．４ヘクタール 約２８．７ヘクタール 

建築物の用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築することができる

建築物は次に掲げるもの

とする。 

１．戸建専用住宅 

２．戸建住宅で延べ面積の

２分の１以上を居住の

用に供し、かつ、次の各

号の一に掲げる用途を

兼ねるもの。（これらの

用途に供する部分の床

面積の合計が５０平方

メートルを超えるもの

を除く。） 

(1)学習塾、華道教室、囲

碁教室その他これらに

類する施設。 

(2)出力の合計が０．７５

キロワット以下の原動

機を使用する美術品又

は工芸品を製作するた

めのアトリエ又は工房。 

(3)計画図に表示する a 部

分については、建築基準

法施行令第１３０条の

３で定める兼用住宅及

び診療所。 

３．前各号の建築物に附属

するもの。 

建築することができる

建築物は次に掲げるもの

とする。 

１．戸建専用住宅 

２．建築基準法施行令第１

３０条の３で定める兼

用住宅及び診療所。 

３．建築基準法施行令第１

３０条の５の２で定め

る店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供

するもの。（これらの用

途に供する部分の床面

積の合計が１５０平方

メートルを超えるもの、

又は３階以上の部分を

その用途に供するもの

を除く。） 

４．前各号の建築物に附属

するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築することができる

建築物は次に掲げるもの

とする。 

１．戸建専用住宅 

２．建築基準法施行令第１

３０条の３で定める兼

用住宅及び診療所。 

３．社会教育的な活動ある

いは自治活動の目的の

用に供するための公民

館、集会所その他これら

に類する施設。 

４．老人の居宅における生

活を支援する目的の用

に供するための老人デ

イサービスセンター、老

人短期入所施設その他

これらに類する用途に

供するもの。（これらの

用途に供する部分の床

面積の合計が１５０平

方メートルを超えるも

の、又は３階以上の部分

をその用途に供するも

のを除く。） 

５．前各号の建築物に附属

するもの。 

 

建築物の容積率の最高

限度 
 

１０分の１０ 

 
 

建築物の建ぺい率の最

高限度 

１０分の５ 

 

同左 

 

同左 

 

建築物の敷地面積の最

低限度 

１８０平方メートル 

 

同左 

 

同左 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地

区

整

備

計

画 

 
 
 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

敷地境界線から建築物

の外壁又はこれに代わる

柱（以下「外壁等」という。）

の面までの距離の最低限

度は、１メートルとする。

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は

建築物の部分が、次の各号 
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建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

の一に該当する場合は、こ

の限りではない。 

(1)外壁等の中心線の長さ

の合計が５メートル以

下である場合。 

(2)物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さ

が２．３メートル以下で

ある場合。 

 

建築物の高さの最高限

度 
 

１０メートル 

 
 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．建築物の外壁その他戸

外から望見される部分

の形態、意匠及び色彩

は、周辺との調和に配慮

したものとする。 

２．建築物の敷地内に設置

することができる広告

物は、次に掲げるものと

する。（広告物とは、屋

外広告物法第２条第１

項で定める屋外広告物

をいう。） 

(1)自己の用に供する広告

物又はこれを掲出する

物件で、かつ、これらの

形態、意匠、色彩その他

表示の方法が美観を害

さないもので次に該当

するもの。 

①広告塔、立看板その他こ

れらに類するものは、高

さ３メートル以内のも

のを１箇所まで設置で

きるものとし、表示面積

の合計は１平方メート

ル以内のもの。（表示面

が２面以上のときはそ

の合計。） 

②建築物に設置又は表示

するものは、屋上以外の

ところに１箇所設置又

は表示できるものとし、

表示面積は１平方メー

トル以内のもの。（表示

面が２面以上のときは

その合計。） 

(2)本地区に係る宅地及び

住宅の販売に関するも

ので、形態、意匠、色彩、

その他表示の方法が周

辺との調和に配慮した

もの 

(3)次のいずれかに該当す

るもの。 

①国又は地方公共団体が

表示する広告物又はこ

れらを掲示する物件。 

②公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）による

選挙運動のために使用 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 
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建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するポスター、立札等又

はこれらを掲出する物

件。 

③法令の規定により表示

する広告物又はこれら

を掲出する物件。 

④祭礼その他の行事の内

容を表示する広告物又

はこれらを掲出する物

件。 

⑤表示の期間が５日以内

の広告物又は設置の期

間が５日以内の広告物

を掲出する物件 

⑥地方公共団体が設置す

る屋外広告物掲示板に

表示する広告物。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かき、若しくはさくの構

造の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路に面するかき、さく

の構造は、生垣又はメッシ

ュフェンス等とし、緑化の

妨げとなるコンクリート

ブロック等にしてはなら

ない。ただし、門柱及び意

匠上これに付属する部分

並びにかき、さくの基礎で

天端高４０センチメート

ル以下の場合はこの限り

ではない。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住宅地区 名称 

 

 低層集合住宅地区 中層集合住宅地区 

地区の細区分（細

区分の区域は計

画図表示のとお

り） 面積 約３．２ヘクタール 約１８．８ヘクタール 

建築物の用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築することができる建築物は次に掲

げるものとする。 

１．長屋、共同住宅 

２．社会教育的な活動あるいは自治活動の

目的の用に供するための公民館、集会所

その他これらに類する施設。 

３．前各号の建築物に附属するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築することができる建築物は次に掲

げるものとする。 

１．長屋、共同住宅 

２．長屋、共同住宅の各戸の住宅で、各戸

の延べ面積の２分の１以上を居住の用

に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用

途を兼ねるもの。（これらの用途に供す

る部分の各戸における床面積の合計が

５０平方メートルを超えるもの及び３

階以上の部分をこれらの用途に供する

ものを除く。） 

(1)学習塾、華道教室、囲碁教室その他こ

れらに類する施設。 

(2)出力の合計が０．７５キロワット以下

の原動機を使用する美術品又は工芸品

を製作するためのアトリエ又は工房。 

３．社会教育的な活動あるいは自治活動の

目的の用に供するための公民館、集会所

その他これらに類する施設。 

４．前各号の建築物に附属するもの。 

建築物の容積率の最高

限度 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

地

区

整

備

計

画 

 
 
 
 
 
 
 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の建ぺい率の最

高限度 

１０分の５ 

 

同左 
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建築物の敷地面積の最

低限度 
  

建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名塩線の境界線から建築物の外壁又は

これに代わる柱（以下「外壁等」という。）

の面までの距離の最低限度は、２メートル

とする。ただし、この限度に満たない距離

にある建築物又は建築物の部分が、次の各

号の一に該当する場合は、当該境界線から

外壁等の面までの距離の最低限度は、１メ

ートルとする。 

(1)外壁等の中心線の長さの合計が５メー

トル以下である場合。 

(2)物置その他これに類する用途に供し、

軒の高さが２．３メートル以下である場

合。 

道路境界線から建築物の外壁又はこれ

に代わる柱（以下「外壁等」という。）の

面までの距離の最低限度は、２メートルと

する。ただし、この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の部分が、次の各号

の一に該当する場合は、道路境界線から外

壁等の面までの距離の最低限度は、１メー

トルとする。 

(1)外壁等の中心線の長さの合計が５メー

トル以下である場合。 

(2)物置その他これに類する用途に供し、

軒の高さが２．３メートル以下である場

合。 

建築物の高さの最高限

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積が５００平方メートル未満の

場合は１０メートル、敷地面積が５００平

方メートル以上の場合は、計画図に表示す

る道路Ａの道路中心線から３０メートル

までは高さ１２メートル（ただし、建築物

の部分で、水平投影面積の合計が当該建築

物の建築面積の８分の１以下のものは除

く。）その他にあっては、１５メートルと

する。 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．建築物の外壁その他戸外から望見され

る部分の形態、意匠及び色彩は、周辺

との調和に配慮したものとする。 

２．建築物の敷地内に設置することができ

る広告物は、次に掲げるものとする。

（広告物とは、屋外広告物法第２条第

１項で定める屋外広告物をいう。） 

(1)自己の用に供する広告物又はこれを掲

出する物件で、かつ、これらの形態、

意匠、色彩その他表示の方法が美観を

害さないもので次に該当するもの。 

①広告塔、立看板その他これらに類するも

のは、高さ３メートル以内のものを１

箇所まで設置できるものとし、表示面

積の合計は１平方メートル以内のも

の。（表示面が２面以上のときはその合

計。） 

②建築物に設置又は表示するものは、屋上

以外のところに１箇所設置又は表示で

きるものとし、表示面積は１平方メー

トル以内のもの。（表示面が２面以上の

ときはその合計。） 

(2)本地区に係る宅地及び住宅の販売に関

するもので、形態、意匠、色彩、その

他表示の方法が周辺との調和に配慮し

たもの 

(3)次のいずれかに該当するもの。 

①国又は地方公共団体が表示する広告物

又はこれらを掲示する物件。 

②公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）による選挙運動のために使用する

ポスター、立札等又はこれらを掲出す

る物件。 

③法令の規定により表示する広告物又は

これらを掲出する物件。 

同左 
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建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

 

 

 

 

④祭礼その他の行事の内容を表示する広

告物又はこれらを掲出する物件。 

⑤表示の期間が５日以内の広告物又は設

置の期間が５日以内の広告物を掲出す

る物件 

⑥地方公共団体が設置する屋外広告物掲

示板に表示する広告物。 

同左 

 

 

 

 

 

 

かき、若しくはさくの構

造の制限 

 

 

 

 

 

道路に面するかき、さくの構造は、生垣

又はメッシュフェンス等とし、緑化の妨げ

となるコンクリートブロック等にしては

ならない。ただし、門柱及び意匠上これに

付属する部分並びにかき、さくの基礎で天

端高４０センチメートル以下の場合はこ

の限りではない。 

同左 

 

 

 

 

 

 

    

センター地区 
名称 

 駅前センター地区 近隣センター地区 
公益的施設地区 

地区の細区分

（細区分の区

域は計画図表

示のとおり） 面積 

 
約４．０ヘクタール 約０．４ヘクタール 約２．５ヘクタール 

建築物の用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

１．自動車教習所 

２．畜舎 

３．風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律第２条第１項に規定す

る「風俗営業」、同条第６

項に規定する「店舗型性風

俗特殊営業」又は同条第９

項に規定する「店舗型電話

異性紹介営業」の用途に供

する建築物。 

 

 

 

 

次に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

１．自動車教習所 

２．畜舎 

３．ボーリング場又はスケー

ト場 

４．ホテル又は旅館 

５．風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律第２条第１項に規定す

る「風俗営業」、同条第６

項に規定する「店舗型性風

俗特殊営業」又は同条第９

項に規定する「店舗型電話

異性紹介営業」の用途に供

する建築物。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の容積率の最高

限度 
 

１０分の１５ 

 

同左 

 

建築物の建ぺい率の最

高限度 
   

建築物の敷地面積の最

低限度 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地

区

整

備

計

画 

 
 
 
 
 
 
 
 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名塩線の境界線から建築

物の外壁又はこれに代わる

柱（以下「外壁等」という。）

の面までの距離の最低限度

は、２メートルとする。ただ

し、この限度に満たない距離

にある建築物又は建築物の

部分が、次の各号の一に該当

する場合は、当該境界線から

外壁等の面までの距離の最

低限度は、１メートルとす

る。 

(1)外壁等の中心線の長さの

合計が５メートル以下で 

１．道路境界線から建築物の

外壁又はこれに代わる柱

（以下「外壁等」という。）

の面までの距離の最低限

度は、２メートルとする。

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は

建築物の部分が、次の各号

の一に該当する場合は、道

路境界線から外壁等の面

までの距離の最低限度は、

１メートルとする。 

(1)外壁等の中心線の長さの

合計が５メートル以下で 

同左 
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建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

 

 

 

 

 

ある場合。 

(2)物置その他これに類する

用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下である

場合。 

 

 

 

 

ある場合。 

(2)物置その他これに類する

用途に供し、軒の高さが

２．３メートル以下である

場合。 

２．道路境界線以外の敷地境

界線から外壁等の面まで

の距離の最低限度は、１メ

ートルとする。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の高さの最高限

度 

 

 

 

１５メートル（ただし、敷

地面積５００平方メートル

未満の場合は１０メートル

とする。） 

同左 

 

 

 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

 

 

建築物の屋根及び外壁、広

告物その他戸外から望見さ

れる部分の形態、意匠及び色

彩は、周辺との調和に配慮し

たものとする。 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

かき、若しくはさくの構

造の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路に面するかき、さくの

構造は、生垣又はメッシュフ

ェンス等とし、緑化の妨げと

なるコンクリートブロック

等にしてはならない。ただ

し、門柱及び意匠上これに付

属する部分並びにかき、さく

の基礎で天端高４０センチ

メートル以下の場合はこの

限りではない。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名称 

その他公益的施設地区 特定業務施設地区 
地区の細区分

（細区分の区

域は計画図表

示のとおり） 
面積 

約１６．６ヘクタール 約７．０ヘクタール 

建築物の用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

１．住宅、共同住宅。ただし、当該地区内

に建築できる用途の建築物に付属する

ものについてはこの限りではない。 

２．自動車教習所 

３．畜舎 

４．風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項に規定する

「風俗営業」、同条第６項に規定する「店

舗型性風俗特殊営業」又は同条第９項に

規定する「店舗型電話異性紹介営業」の

用途に供する建築物。 

次に掲げる建築物は、建築してはならな

い。 

１．住宅、共同住宅 

２．自動車教習所 

３．畜舎 

４．風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項に規定する

「風俗営業」、同条第６項に規定する「店

舗型性風俗特殊営業」又は同条第９項に

規定する「店舗型電話異性紹介営業」の

用途に供する建築物。 

５．建築基準法別表第２（り）項第３号又

は第４号に規定する施設。 

建築物の容積率の最高

限度 

  

建築物の建ぺい率の最

高限度 

  

建築物の敷地面積の最

低限度 

１，０００平方メートル 同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地

区

整

備

計

画 

 
 
 
 
 
 
 
 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

名塩団地線から建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面までの距離の最低限度は、

３メートルとする。 

 

１．名塩線の境界線から建築物の外壁又は

これに代わる柱（以下「外壁等」という。）

の面までの距離の最低限度は、５メート

ルとする。 
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建築物の壁面の位置の

制限 

 

 

２．名塩団地線の境界線から外壁等の面ま

での距離の最低限度は、３メートルとす

る。 

建築物の高さの最高限

度 
  

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

 

建築物の屋根及び外壁、広告物その他戸

外から望見される部分の形態、意匠及び色

彩は、周辺との調和に配慮したものとす

る。 

同左 

 

 

 

かき、若しくはさくの構

造の制限 

 

 

 

 

 

道路に面するかき、さくの構造は、生垣

又はメッシュフェンス等とし、緑化の妨げ

となるコンクリートブロック等にしては

ならない。ただし、門柱及び意匠上これに

付属する部分並びにかき、さくの基礎で天

端高４０センチメートル以下の場合はこ

の限りではない。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 




